令和６年度釧路市立北中学校「保護者による学校評価」12月
【結果分析】
４：している　３：どちらかといえばしている　２：あまりしていない　１：していない
	
	評　価　項　目
	４
	３
	２
	１

	１
	私は、子どもが新しいものや考えを生み出すように働きかけている。
	12.7％
	60.0％
	27.3％
	0.0％

	
	
	13.3％
	61.7％
	25.0％
	0.0％

	２
	私は、子どもが必要な情報等を活用し、多様的な視点から物事の本質を考えるように働きかけている。
	14.5％
	54.5％
	30.9％
	0.0％

	
	
	26.7％
	60.0％
	13.3％
	0.0％

	３
	私は、子どもが自分のよさを生かして他者と協力して取り組むように働きかけている。
	29.1％
	58.2％
	12.7％
	0.0％

	
	
	28.3％
	53.3％
	18.3％
	0.0％

	４
	私は、子どもが自分で判断できるように働きかけている。

	43.6％
	47.3％
	9.1％
	0.0％

	
	
	36.7％
	56.7％
	6.7％
	0.0％

	５
	私は、子どもが相手に伝わるように自分の考えを表現できるように働きかけている。
	32.7％
	50.9％
	16.4％
	0.0％

	
	
	26.7％
	60.0％
	13.3％
	0.0％

	６
	私は、子どもが社会生活に必要な常識やきまりを守るように働きかけている。
	67.3％
	30.9％
	1.8％
	0.0％

	
	
	51.7％
	46.7％
	1.7％
	0.0％

	７
	私は、子どもが自分のよさに気付くように働きかけている。

	27.3％
	63.6％
	9.1％
	0.0％

	
	
	30.0％
	56.7％
	13.3％
	0.0％

	８
	私は、子どもが失敗を恐れず挑戦したり、自ら学ぼうとしたりするように働きかけている。
	36.4％
	54.5％
	9.1％
	0.0％

	
	
	31.7％
	58.3％
	10.0％
	0.0％

	９
	私は、子どもが他者の大切さを認めたり、多様な意見や考え方を尊重したりするように働きかけている。
	43.6％
	45.5％
	10.9％
	0.0％

	
	
	36.7％
	56.7％
	6.7％
	0.0％

	10
	私は、子どもが物事をやり遂げる粘り強さをもつように働きかけている。
	29.1％
	63.6％
	7.3％
	0.0％

	
	
	36.7％
	48.3％
	15.0％
	0.0％

	11
	学校は、生徒たちが未来社会の創り手となる資質・能力を獲得するための教育活動を行っている。
	34.5％
	54.5％
	10.9％
	0.0％

	
	
	28.3％
	60.0％
	11.7％
	0.0％

	12
	学校は、生徒たち一人一人の学習状況に寄り添った学びを保障している。
	20.0％
	61.8％
	18.2％
	0.0％

	
	
	15.0％
	61.7％
	20.0％
	3.3％

	13
	学校は、いじめなどの問題行動に毅然と対応している。

	36.4％
	47.3％
	10.9％
	5.5％

	
	
	30.0％
	50.0％
	18.3％
	1.7％

	14
	学校は、保護者に対して各種情報を積極的に発信している。

	36.4％
	49.1％
	12.7％
	5.5％

	
	
	28.3％
	53.3％
	13.3％
	5.0％

	15
	学校は、生徒たちにとって安心・安全な場所になっている。

	23.6％
	52.7％
	20.0％
	3.6％

	
	
	18.3％
	61.7％
	18.3％
	1.7％


上段：７月　下段：12月


	【改善の方向性】
※　肯定的な回答において「７割以下」の評価項目を課題としたいと考えていましたが、当該の項目がなかったので、【学校改善のアイディア】にいただいた御意見等について、改善の方向性を示します。
【御意見等】
１　学校として生徒の学びの保障を確実にするべきではないか。
２　学級編制において、仲のよい生徒同士を同じ学級にするよう配慮してほしい。
【回答】
１　学校の最上位目的は「生徒の学習権の保障」であることから、早急な改善が必要であると考えます。生徒たちが安心して学べる環境の整備、生徒の学びの保障を第一に考えた授業の提供を徹底していきます。
２　学級を編制する際に、生徒たち一人一人の学習面や生活面、人間関係など、様々な要素を検討します。なお、このときに、日常の授業における記録や学校生活における活動の観察など、日常的に蓄積した資料はもとより、生徒の状況を客観的に把握することができる検査の結果も参考にしています。そして、何より重視することは、学級という組織のお中における生徒たち一人一人の成長です。特別な配慮が必要な場合は、上記の内容が適用されないことがありますが、それは例外的な措置です。ただ、生徒の学びの保障同様、学級編制について、御心配や御不安なことがあれば学校に連絡してください。
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